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飼い犬の登録と狂犬病予防注射は済んでいますか？予防注射
は、狂犬病予防法により毎年１回は必ず受けなければなりませ
ん。まだ注射が済んでいない場合は、下記の日程で実施します
ので、都合のよい日時で受けてください。
当日、会場に行けない場合は往診でも対応しています（別に
往診料が必要）。
また、日程以外でも動物病院で受けることができます（別に
狂犬病予防注射済証明書料が必要）。

1登録手数料・・・・・３，０００円

　（登録済みの場合は不要）

2集合注射料・・・・・３，０７０円

3動物病院での注射料・３，６００円

（注射済証明書代含む）

4往診料・・・・・・・２，５００円

放し飼いは危険です。散歩中もリードにつなぎましょう。
フンは飼い主が必ず持ち帰りましょう。

集合注射実施獣医師

くどう動物病院院長　工藤　芳郎

☎２８２－０５５５

10月14日水

９：00～９：10 　横野消防倉庫前 ( 横野 )

９：25～９：40 　旧ＪＡ水越支所前 ( 田畑 )

９：55～ 10：10 　旧ＪＡ七滝支所前 ( 滝園 )

10：20～ 10：30 　公民館上野分館前 ( 茶屋本 )

10：40～ 10：50 　倉本理容宅横 ( 津ヶ峰 )

11：00～ 11：10 　旧北田代公民館前 ( 玉来 )

10月16日金

９：00～９：10 　上辺田見公民館前（上辺田見）

９：15～９：30 　公民館御船分館前（１丁目）

９：35～９：45 　とらや駐車場（滝川）

９：55～ 10：10 　公民館小坂分館前（小坂小前）

10：20～ 10：40 　旧ＪＡ高木支所前（下高野）

10：50～ 11：00 　公民館木倉分館前（西木倉）

11：05～ 11：15
　スポーツセンター駐車場 小糸整形側

（西往還）

10月18日日

９：30～ 10：30 　町保健センター
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済んでいますか？犬の登録と狂犬病予防注射
問環境保全課環境衛生係　☎２８２－１６０４

今年６月までに御船町で発生した人身交通事故は
26件です（１件は交通死亡事故）。　　
前年同期と比べると倍近い増加であり、極めて憂慮

すべき危機的事態です。これら悲惨な事故を抑止する
ために、交通ルールを守り、交通事故を起こさないよ
う十分に注意してください。

運転者

•速度は控えめに、進路の安全を十分に確認する
•前照灯の早め点灯と上向き点灯の励行

自転車利用者

•交通ルールとマナーを守る
•夕暮れ時や夜間は、前照灯を早めに点灯し、
　明るい服や反射材を着用

歩行者

•明るい服装や反射材を着用して歩く
•横断する際は、まず止まり、左右をよく見る、
　直前の横断はやめる

秋の全国交通安全運動

　９月21日月から30日水まで、秋の全国交通安
全運動が実施されます。この運動は、交通安全思
想の普及を図り、交通ルールの遵守とマナーの実
践を習慣付けさせて、交通事故防止の徹底を図る
ことを目的に▼夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止▼全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用の徹底▼飲酒
運転の根絶―を重点目標にして実施します。お互
いに交通ルールとマナーを向上させ、思いやりの
ある優しい運転で、交通事故防止に努めましょう。

交通事故が多発しています。
問総務課　地域・防災係　☎２８２－１１１１

プレミアム商品券の使用期限は11月30日月までと
なっています。まだ使用されていない場合は、期限ま
でに使用していただきますようお願いします。
なお、使用期限を過ぎたプレミアム商品券の返金は

できませんので、ご注意ください！

プレミアム商品券の使用期限は11月までです！
問商工観光課商工観光係　☎２８２－１２２６

相続登記をしないと、①相続関係が複雑になる、②
売却などの処分ができない、③知らないうちに法定相
続分で登記されてしまうーなどの問題が発生してきま
す。法務局で早めの相続登記をおすすめします。
◉熊本地方法務局　☎３６４－２１４５

固定資産の所有者が亡くなられ、代表者の届出書が
提出されない場合は、法定相続人全員が連帯し、納税
の義務を負うことになります。なお、納税の義務は法
定相続分が限度ではありません。相続人全員が等しく
納税額全額の責任を負いますので、ご注意ください。

相続登記をおすすめしています
問税務課　課税係　☎２８２－１１１４


